
（別紙１） 

年  月  日 

 

恵那市移住・定住サポーター登録申込書兼承諾書 

 
 

恵那暮らしサポートセンター 会長 様 

 

私は、「移住定住サポーター」への就任について、これを承諾します。 

 なお、就任にあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」により、個人情報を適切に取り扱いま

す。 

ふりがな 

氏  名 

（※公開） 

 

                          印 

生年月日 年   月   日（      歳） 

肩  書 

（※公開） 

 

職  業 
 

分  類 

（※公開） 

U ターン・Iターン・地元まちづくり関係者・ 

その他（           ） 

住  所 

〒      

 

 

活動地域 

（※公開） 

飯地町・中野方町・笠置町・大井町・長島町・東野・武並町・ 

三郷町・岩村町・山岡町・明智町・上矢作町・串原 

電話番号 

（自宅） 

（携帯） 

Ｅ－Ｍａｉｌ              ＠ 

恵那市へ移住

したい方に対

して一言 

（※公開） 

 

 

 

 

備  考 

 



（別記） 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 「移住定住サポーター」（以下、「サポーター」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識

し、サポーター活動による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。 

 

（目的外利用・提供の制限） 

第２  サポーターは、サポーター活動により知ることのできた個人情報を活動の目的以外の目的に利用

し、又は第三者に提供してはならない。ただし、恵那暮らしサポートセンターの承諾があるときは、

この限りでない。 

 

（漏えい、滅失及びき損の防止） 

第３ サポーターは、サポーター活動により知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、

滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

 

（廃棄） 

第４ サポーターは、サポーター活動による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有す

る必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第５ サポーターは、サポーター活動による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に

知らせてはならない。サポーター活動を終えた後においても、同様とする。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第６ サポーターは、サポーター活動による事務を処理するために恵那暮らしサポートセンターから引

き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、恵那暮らしサポー

トセンターの承諾があるときは、この限りでない。 

 


